
仕様書 

１ 業務名称  

令和６年度請求書等封入封緘業務  

 

２ 業務目的  

機構賃貸住宅居住者向け請求書等を封入封緘し、円滑に局出することを

目的とする。  

 

３ 業務履行期間  

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで  

 

４ 用語の定義  

(1) 請求書等  

発注者が顧客向けに発送する家賃等請求書その他の文書（ＯＣＲ用紙

を含む。）  

(2) 窓付封筒  

発注者が別に手配する請求書等を封入するための窓付封筒  

(3) 機構データセンター   

東京都江東区に存する発注者のデータセンター  

(4) 機構本社  

横浜市中区に存する発注者の本社  

 

５ 業務内容  

(1) スケジュールの受領及び確認  

発注者が原則として半年毎に送付する封入封緘スケジュールの受

領及び確認  

※ 局出日は発注者が提示するスケジュールを基本とし、長期連休が

ある月、特段の事情がある月等については、個別に協議するものと

する。  

※ 現時点での令和６年度上半期のスケジュールは別紙のとおり。た

だし、今後変更となる可能性がある。  

(2) 請求書等の受取  

機構データセンターにおける請求書等の受取（詳細は別表のとお

り。）  

 ※  受取指定日のできるだけ早い時間に機構データセンターで受け

取ること。当日の受取時間の目安がついた段階で、機構データセン

ターに予定時間を連絡すること。なお、受取時間は、17 時を超えて

はならない。  

(3) 請求書等の封入封緘  

① 発注者が送付する請求書等引抜リストの受領及び確認  

 ※ 引抜リストについては、発注者が電子メールで送付する。  

② 請求書等引抜リストに基づく請求書等の引抜  

③ 連続用紙となっている請求書等の両端裁断及びＺ折り処理 

※ 別表項番１－３、２－２、３－５のＯＣＲ用紙については、両端

裁断及び十字折り加工すること。  

 ※ 別表項番４の一括請求明細表については、カット紙での出力とな



るため、裁断処理は不要。  

④ 請求書等の宛名面を窓付封筒の窓に合わせた形での封入封緘  

 請求書等に記載されたコード別に東日本（20～50）、中部（ 70）、西

日本（80）及び九州（90）の４地区に対応した４種類の窓付封筒に

封入封緘すること。  

イ 別表項番１－３、２－２について  

ＯＣＲ用紙のほかに発注者が別途納品する別添同封物Ａを３つ

折り処理の上、封入封緘すること。  

ロ 別表項番３－１’について  

発注者が別途納品する同封物（Ａ４版）を３つ折処理の上、封入

封緘すること。ただし、発注者が依頼する月のみ対応すること。  

ハ 別表項番３－２について  

１枚の窓付封筒に複数枚の請求書等を封入することがあるため、

機構データセンターから受領する発行明細（送付先毎の発送枚数が

記載されたもの）を確認の上、封入封緘すること。なお、発行明細

は封入封緘時に受注者にて廃棄すること。  

ニ 別表項番３－５について  

ＯＣＲ用紙のほか、発注者が別途納品する別添同封物Ｂを３つ折

処理の上、封入封緘すること。  

ホ 別表項番４について  

一括請求明細表のほか、発注者が別途納品する別添同封物Ｃを３

つ折処理の上、封入封緘すること。また、１枚の窓付封筒に複数枚

の明細表等を封入する場合もあるため、発注者が別途電子メールに

て送付する発行明細データを確認の上、封入封緘すること。なお、

受信した発行明細データは封入封緘後に削除すること。  

⑤ 通し番号を確認することのできる検査機等による検収  

(4) 請求書等の局出し 

  局出しは、月に４回行うものとし、局出日は、（1）で発注者から受領

したスケジュールに記載しているとおりとするが、受取日の２営業日後

とする。ただし、年度初め及び年始並びに長期休暇を挟む場合は、（例

えば遠隔地を先に局出しするなど、）分割での局出しや速達の取扱いを

依頼する可能性もある。  

① 発注者に対する局出予定数及び破損数の報告  

局出予定日の午前中までに報告すること。なお、破損した場合は、

破損請求書等をＰＤＦ形式の電子データにした上で、発注者の担当者

宛てに電子メールにより送付すること。  

② 引抜いた請求書等の引渡し（郵送可） 

③ 機構が指定する郵便局（横浜港郵便局）における請求書等の局出  

※ 局出時には実重量により仕分けし、機構が別途契約する料金後納

制度を利用すること。  

※ 機構の契約先郵便局が変更となった場合は、局出郵便局が変更と

なることがある。  

④地区別の窓付封筒の入庫数量、使用数量及び在庫数量の報告  

 ※ 報告様式は、発注者の指定様式とし、電子メールにて報告するこ

と。  

(5) 窓付封筒等の管理 

・窓付封筒の受取及び適切な温湿度における保管  



窓付封筒作成事業者から受注者に直接納品する。発注者が窓付封筒を

発注する前に、受注者に対して受入可能数量の確認をする。なお、保管

量が最大 40 万枚（2,000 枚/１箱×200 箱）程度になることから、保管

できるスペースを確保しておくこと。  

・同封物３種（Ａ～Ｃ）の受取及び保管  

 同封物作成事業者から受注者に直接納品する。  

(6) 当月分の業務報告  

 料金後納郵便物差出票（控え）及び業務完了報告書を発注者へ提出す

ること。  

(7) その他  

   上記の通常業務以外にスポットで同封物を追加する場合や発送回

数を追加する場合には、追加業務の対応をしなければならない。  

なお、追加業務に係る費用については、スポット発注として通常業

務とは別に支払いをするものとするが、別に支払う額は別途協議事項

とする。  

 

６ 契約方法及び支払金額  

単価契約とし、機構の依頼に基づく請求書等の局出し件数に単価を乗じ

て得た額に消費税等相当額を加えた額を支払金額とする。なお、本業務の

予定数量は別表のとおりとするが、当該数量の発注を確約するものではな

い。  

 

７ その他  

常時入退室管理が行われている施設において、請求書等の封入封緘業務

を実施するとともに請求書等の管理を厳重に行い、個人情報が外部に流出

することの無いようにし、窓付封筒への請求書等の誤封入を防止する体制

を整えること。  

誤封入の発生可能性があるとき、作業の遅延可能性のあるとき等封入封

緘業務の実施に影響を及ぼす可能性のあるときは、直ちに発注者に報告し、

その対応方法の指示を受けなければならない。  

また、作業する施設、作業状況、入退室管理等について、発注者が確認

を求めた場合、速やかに必要な情報を提供し、確認の受け入れをするとと

もに、発注者から改善指導を受けたときは改善報告書を提出し、その確認

を受けなければならない。  

令和６年４月１日の履行期間開始日から遅滞なく業務を履行できるよ

う、発注者の指定する場所（原則として、前業務受注者の事務所倉庫）か

らの窓付封筒の在庫受取等の事前準備・業務の引継ぎについて、発注者の

指示に従い速やかに行うこと。  

以 上  



別表　請求書等引渡し予定数量

※４月から11月分までは令和５年度の実績数、12月から３月分までは令和４年度の実績数となっている。（3-1’を除く）

※業務量の変化等により発注数量が変動することから、下表の数量の発注を確約するものではない。一定数量以上の発注を保証する措置もないことに留意されたい。（なお、3-1’は発注が発生しない場合もある。）

※請求書等の引抜実績は、項番1-1が6件程度/月、項番1-2が1件程度/月、項番2-1が8件程度/月、項番3-1から3-6までトータルで数件程度/年、項番4-1が5件程度/月の見込み。 単位：件

項番 名称
毎月の

受取日
受取時の形態 裁断 Z折り

十字折

り

内三つ

折り
名寄せ

封入封

緘

封入封緘及び局

出し時の留意点
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

1-1
MT不能者用請求書

（25日払）（賃貸）
当月１日頃 ● ● ● 3,671 3,315 4,213 3,400 3,674 3,079 3,742 3,061 3,724 2,912 3,566 2,917 41,274

1-2
MT不能者用請求書

（25日払）（分譲）
1-1に同じ

袋に「分譲」と

記載
● ● ● 58 56 56 57 59 67 56 50 70 55 60 73 717

1-3
MT不能者用ＯＣＲ

（25日払）（水道）
1-1に同じ

袋に「水道」と

記載
● ● ● ●

同封物（Ａ４

版）を同封
102 55 94 55 91 56 90 55 82 39 69 51 839

1-4
MT不能後期間外請求書

（25日払）
1-1に同じ ● ● ● 1,482 1,672 1,958 1,730 1,820 1,675 1,704 1,647 1,712 1,473 1,539 1,479 19,891

2-1
MT不能者用請求書（末

日払）（賃貸）
当月７日頃 ● ● ● 1,757 871 1,923 1,250 1,597 1,130 1,616 905 2,079 1,185 1,842 1,301 17,456

2-2
MT不能者用ＯＣＲ（末

日払）（水道）
2-1に同じ

袋に「水道」と

記載
● ● ● ●

同封物（Ａ４

版）を同封
79 56 77 80 78 75 59 72 88 85 70 69 888

2-3
MT不能後期間外請求書

（末日払）
2-1に同じ ● ● ● 485 562 558 501 551 418 473 467 456 410 525 434 5,840

3-1 MT未契約者用請求書 当月10日頃
箱に「25日/末

日」と記載
● ● ● 50,516 51,808 51,979 51,241 51,848 51,234 52,326 52,160 50,188 49,407 51,221 51,441 615,369

3-1’ 別途納品する同封物 3-1に同じ ● ●
発注者が依頼す

る月のみ対応
50,513 50,187 51,438 152,138

3-2 事業者一括請求書 3-1に同じ
箱に「一括」と

記載
● ● ● ●

※発行明細あ

り
2,635 2,648 2,668 2,639 2,628 2,642 2,649 2,654 2,692 2,677 2,686 2,659 31,877

3-3
MT未契約者用請求書

（分譲）印影無し
3-1に同じ

袋に「分譲」と

記載
● ● ● 37 38 39 39 36 36 36 38 37 39 40 38 453

3-4
MT未契約者用請求書

（分譲）印影有り
3-1に同じ

袋に「分譲」と

記載
● ● ● 6 8 2 4 6 1 4 6 4 5 10 3 59

3-5
MT未契約者用ＯＣＲ

（末日払）（水道）
3-1に同じ

袋に「水道」と

記載
● ● ● ●

同封物（Ａ４

版）を同封
1,829 1,669 1,861 1,663 1,791 1,681 1,770 1,678 1,804 1,608 1,821 1,632 20,807

4
一括請求明細表（ＭＴ

末日払）
当月20日頃 ● ● ● ●

同封物（Ａ４

版）を同封

※発行明細あり

1,225 1,249 1,257 1,262 1,275 1,285 1,297 1,197 1,204 1,213 1,215 13,679

63,882 64,007 66,685 63,921 65,454 63,379 65,822 62,793 64,133 61,099 64,662 63,312 769,149合計



別　紙 　

請求書封入封緘業務スケジュール（参考：R6年度上半期）

※①は別表の項番1-1～1-4、②は2-1～2-3、③は3-1～3-5、④は4を表している。 祝日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

引渡し ① ② ③ ④

局出し ① ② ③ ④

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

引渡し ① ② ③ ④

局出し ① ② ③ ④
2

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

引渡し ① ② ③ ④

局出し ① ② ③ ④

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

引渡し ① ② ③ ④

局出し ① ② ③ ④

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

引渡し ① ② ③ ④

局出し ① ② ③ ④

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

引渡し ① ② ③ ④

局出し ① ② ③ ④

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月



  
水道をご利用のお客様へ                        

独立行政法人都市再生機構  
水道料金のお支払いについて（お知らせ）  

平素は、当機構の水道をご利用いただき誠にありがとうございます。 
同封しております家賃等収納報告票（以下「払込票」といいます。）記載月の

水道料金については、口座振替ができず、未納となっております。 
つきましては、払込票記載のお支払期日までに最寄りの取扱金融機関または

住まいセンター等の窓口にてお支払いただきますようお願い申し上げます。   
＜お問い合わせ先＞ 
水道料金に係るお問い合わせは、封筒裏面記載の管轄住まいセンター等（※）まで 

お願いいたします。 
（※）営業時間：月曜日～金曜日（９：３０～１７：３０）         住まいセンターは土曜日も営業しております。         土曜日（９：３０～１７：３０）      休 業 日：日曜日、祝日、１２月２９日から翌年１月３日まで                        以 上   



  
水道をご利用のお客様へ                        

独立行政法人都市再生機構  
水道料金のお支払いについて  

平素は、当機構の水道をご利用いただき誠にありがとうございます。 
同封しております家賃等収納報告票（以下「払込票」といいます。）記載月の

水道料金について、ご請求申し上げますので、払込票記載のお支払期日までに

最寄りの取扱金融機関または住まいセンター等の窓口にてお支払いただきます

ようお願い申し上げます。 
なお、水道料金のお支払いは口座振替が便利ですので、お手続きをされてい

ない場合は、口座振替のお申し込みをいただきますようお願いいたします。 
（口座振替の申込用紙は当機構窓口に備え付けております。）  
＜お問い合わせ先＞ 
水道料金に係るお問い合わせは、封筒裏面記載の管轄住まいセンター等（※）まで 
お願いいたします。 
（※）営業時間：月曜日～金曜日（９：３０～１７：３０）         住まいセンターは土曜日も営業しております。         土曜日（９：３０～１７：３０）      休 業 日：日曜日、祝日、１２月２９日から翌年１月３日まで                       以 上  



  
お客様各位    

独立行政法人 都市再生機構  
一括請求額明細書の送付について  

当機構の業務につきまして、平素よりご理解ご協力いただき、あり

がとうございます。 
さて、一括請求明細書（口座振替額）を送付させていただきますの

で、ご査収願います。 
なお、お問い合わせは、封筒記載の分譲管理・収納センターまでお

願いいたします。                       以上 


